
■河川整備計画の点検

（１）河川法における位置づけ
（２）河川整備基本方針の内容
（３）河川整備計画の内容
（４）姫川水系河川整備計画策定までの経緯

（１）河川整備計画の点検および変更の位置づけ
（２）河川整備計画点検の手法等
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資料－３

１．河川整備基本方針、河川整備計画について（説明）

２．河川整備計画の点検について（説明）

３．河川整備計画の点検の方向性について（意見聴取）

【本日の内容】



河川法改正後（H9）

｢工事実施基本計画｣

従 来

河川整備の長期的な方向

段階的・中期的な河川の姿

｢河川整備基本方針｣

｢河川整備計画｣

（河川法十六条）

（河川法十六条）

（河川法十六条の二）

（１）河川法における位置づけ
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１．河川整備基本方針および河川整備計画について（説明）



1．河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
● 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減
● 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持
● 河川環境の整備と保全

2．河川工事の実施の基本となるべき計画に関する事項
● 基本高水及びその河道と洪水調節施設への配分
● 主要な地点の計画高水流量
● 主要な地点の流水の正常な機能を維持するために必要な流量

河川整備基本方針（長期的な基本計画）

（２）河川整備基本方針の内容
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１．河川整備基本方針および河川整備計画について（説明）



1．河川整備の目標
● 河川整備計画の対象区間、対象期間
● 洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標
● 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標
● 河川環境の整備と保全に関する目標

2．河川工事の実施に関する事項
● 河川工事の目的、種類、施行の場所
● 当該工事による主要な河川管理施設の機能
● 河川の維持の目的、種類、施行の場所

河川整備計画（20～30年の具体的・段階的な計画）

（３）河川整備計画の内容
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１．河川整備基本方針および河川整備計画について（説明）



◇平成21年3月17日
・設立趣旨、規約、運営方針について
・河川整備基本方針、河川整備計画について
・姫川河川整備基本方針について
・姫川と流域の概要について

河川整備計画骨子

河川整備計画（案）の作成

河川整備計画の策定・公表
（平成27年3月23日）

第1回姫川有識者会議

◇平成21年7月29日
・姫川の現況及び課題について ・現地視察

◇平成21年11月2日
・第1回、第2回有識者会議の内容について
・整備計画の基本理念について
・整備目標と素案の骨子について

◇平成26年11月17日
・河川整備計画（原案）について
・地域住民への意見聴取の方法について

意見

意見

意見

意見

意見
◇平成27年2月2日
・地域住民からの意見聴取結果について
・河川整備計画（案）について
・事業箇所の妥当性について

河川整備計画（原案）の作成

基本方針策定（平成20年6月11日）

第3回姫川有識者会議

県知事への意見照会、関係機関との協議

第2回姫川有識者会議

第5回姫川有識者会議

第4回姫川有識者会議意見

地域住民からの意見聴取
意見

◇平成26年11月19日から平成27年1月16日
住民説明会・事務所HP他で意見募集

（４）姫川水系河川整備計画策定までの経緯
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１．河川整備基本方針および河川整備計画について（説明）



河川整備計画は当面の具体的な河川整備に関する事項を定めたものであり、流域の社会経済
情勢の変化や地域の意向、河川整備の進捗状況や進捗の見通し等を 適切に反映できるよう、
適宜その内容について点検を行うものである。

第1章 姫川水系河川整備計画の基本的な考え方 【P.2 姫川水系河川整備計画（H27.3策定）】
第3節 計画の対象期間

本計画の計画対象期間は、概ね30年間とします。
なお、本計画は現時点における社会経済状況、水害の発生状況、河川整備の状況や河川環境の
状況等を前提として定めるものであり、これらの状況の変化、新たな知見の蓄積や技術の進歩等を
踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行います。

見直しの必要性も含め、定期的に進捗を確認するため、河川整備計画の点検を実施。

必要に応じて河川整備計画の変更を実施。

（１）河川整備計画の点検および変更の位置づけ
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２．河川整備計画の点検について（説明）



【点検項目】
１）流域の社会経済情勢の変化（土地利用や人口・資産等の変化、近年の災害発生の状況等）
２）地域の意向（地域の要望事項、地域との連携等）
３）事業の進捗状況（事業完了箇所、事業中箇所の進捗率等）
４）事業の進捗の見通し（当面の段階的な整備の予定等）
５）河川整備に関する新たな視点

点検の実施にあたり第三者の意見を求める場として、姫川に精通している学識経験を有す
る者から構成される「姫川水系流域委員会」を設置し、意見を聴き、その意見を尊重するもの
とする。

河川整備計画の点検時における流域委員会において、変更が必要との意見があった場合、
当該意見を最大限尊重しつつ、変更の必要性を判断する。

河川整備の進捗、計画を変更しうる新たな視点を有するかを適宜検討し、点検を実施する。

《点検の手法》

《点検の内容》

《変更の必要性の判断》

（２）河川整備計画点検の手法等
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２．河川整備計画の点検について（説明）



【点検項目】

１．流域の概要

２．流域の社会経済情勢の変化
２．１ 地域開発状況の変化
２．２ 近年の洪水等による災害の発生の状況

３．地域の意向
３．１ 地域の要望事項
３．２ 地域との連携

４．事業の進捗状況
４．１ 河川整備計画の主なメニュー
４．２ 主なメニューの進捗状況等
４．３ その他

５．事業の進捗の見通し

６．河川整備に関する新たな視点

７．河川整備計画の点検結果
７．１ 点検結果のとりまとめ
７．２ 今後の方針

流域委員会の点検事項

◇流域委員会では､以下の項目について意見をいただきます｡第1回流域委員会

【議事】

・河川整備基本方針、河川整備計画
について（説明）

・河川整備計画の点検について

（説明）

・河川整備計画の点検の方向性につ
いて（意見聴取）

第2回流域委員会

【河川整備計画の点検】

・流域の社会経済情勢の変化

・地域の意向

・事業の進捗状況

・事業の進捗の見通し

・河川整備に関する新たな視点

・河川整備計画の点検結果

【事業再評価】

流域委員会の流れ

３．河川整備計画の点検の方向性について（意見聴取）
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